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令和８年４月１日から、１６歳以上の自転車利

用者を対象に自転車の交通違反に対する交通

反則通告制度（いわゆる「青切符」）が導入され

ました。

交通ルールを守って、安全に利用しましょう。

自転車を利用するときは、こどもも大人も必ず

ヘルメットを着用しましょう。

★ 合同パトロール ★

◎牧の原２丁目町会 ８日（金）

◎大畑自治会 １２日(火)

◎幸谷町会 1４日(木)

★ 犯罪ゼロの日キャンペーン ★

◎5月15日（金）10:00～

門前公園 日暮１丁目９

〈防犯パトロールとは〉

防犯パトロールの目的は、地域住民

の皆さんが自ら、パトロール活動等を

行うことを通じて、周囲に見守っていることを

アピールし、犯罪を企てている者には

という意識を与えて、

犯行を思いとどまらせる犯罪抑止効果を生

み出したり、地域における防犯上の改善箇

所を点検することによって、犯罪の起きにくい

環境を作ることなどです。

＋１や＋４４等から始まる番号、たとえば

＋１（３１２）４５６-７８９

このような表示の電話には出ない･かけ

直さないようご注意ください。

海外との電話が不要な方は、

固定電話では
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※ 松戸市役所からひったくり防止の

自転車かごカバーなど防犯用品を配

布しています。

問い合わせは市役所にお願いします。

移動交番では取扱っていません。

〈防犯パトロールを継続するために〉

初めから「犯罪を防ぐ」と身構えるこ

となく、 を

モットーに続けましょう。また、犯人を捕まえ

るなど、危険なことをする必要はありません。

これらの活動を成功させるポイントは、町内

でのあいさつ、地域の人々への声掛けなど、

始めていくこ

とが継続のポイントです。

スマートフォンでは
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を利用してください。

電話de詐欺発生状況（Ｒ8年3月末現在）

千葉県内 約 100万円

松戸市内 約 5万6千円


